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松阪市上下水道等営業関連業務委託契約約款 

 

（総則） 

第１条  委託者（以下「甲」という。）及び受託者（以下「乙」という。）はこの約款（契約書を含 

む。以下同じ。）に基づき、松阪市上下水道等営業関連業務委託仕様書、システム構築調査書及

び企画提案書等（以下「仕様書等」という。）に従い、日本国の法令、松阪市契約規則（平成 17

年 1月 1日規則第 64号）及び関係法令を遵守し、この契約（この約款及び仕様書を内容とする委

託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 乙は仕様書等に記載の業務を契約書記載の契約期間中履行し、甲は、その委託料を支払うものと 

する。 

（業務の内容） 

第２条  甲が委託する業務（以下「委託業務」という。）は、水道メーターの検針に関する業務、甲 

  の水道料金等及び下水道使用料（以下「水道料金等」という。）の収納に関する業務、納入義務  

  者が滞納している水道料金等及び受益者負担金の収納を促進するための業務、給水契約・給水中 

  止等受付業務、給水中止に伴う清算業務、水道料金等システム構築及び運用保守業務（以下「料 

  金等システム」という。）並びにこれらに付帯するものとして仕様書等に規定する業務とする。 

（委託料の決定） 

第３条  委託料は、基本額に１００分の１０５を乗じて得た額（1円未満の端数がある場合は切り捨 

て）とする。 

２ 前項の基本額は、年度ごとに規定し、金額は別添「委託料内訳書」のとおりとする。 

３ 委託料のうち、一定の金額を契約終了又は解除に伴う料金等システムデータ移行に係る費用（以 

下「データ移行費用」という。）として計上することとし、金額は別添「委託料内訳書」のとおり 

とする。 

  （予定収納率） 

第４条  予定収納率は、「９９．３４％」とし、予定収納率は契約期間中変更しない。また、収納 

  率は、現年度の調定内容につき、年度毎に翌年度 6月末現在において確定し算出する。なお、収

納率は、現年度全調定金額を分母とし、これに対する収納額を分子として算定し、パーセント表

示の小数点第二位止め（小数点第三位切り捨て）とする。 

  （委託料の減額） 

第５条  この契約の期間終了後も乙が引き続き本委託業務の内容を受託することが決定した場合等、 

この契約の終了又は解除に伴い、料金等システムデータ移行作業が発生しないことが確定した場 

合は、委託料から第３条第３項に掲げるデータ移行費用の金額を最終年度である平成 30 年度で

減額する。 

２ 乙が、委託期間の年度途中になる平成 25年度と平成 30年度を除いた４年間の平均収納率が予  

 定収納率を未達成の場合、委託料から予定収納率に対し、「０．０１％」の減につき２００万円を 

最終年度である平成 30年度で減額する。 

（委託料の支払） 

第６条  乙は、委託料のうち各年度の基本額に１００分の１０５を乗じた額を１２回（但し、平成 
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２５年度と平成３０年度は６回）に均等割し、毎月１０日までに前月分の委託料を、所定の手続

きに従い甲に請求するものとする。このとき、均等割計算により生じた千円未満の金額について

は、各年度の最終月の請求に加えるものとする。 

２ 甲は、乙から前２項に規定する請求を受けたときは、乙の履行を確認し、請求を受けた日から 

３０日以内に支払うものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず前条の規定による委託料の減額及び第１３条第２項又は第１５条の

規定による委託料の変更が生じた場合における支払い方法ついては、甲乙協議のうえ定めるもの

とする。 

（契約の保証） 

第７条  乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならな 

い。但し、第４号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、ただちにその保険証券を甲に 

寄託しなければならない。 

（１） 契約保証金の納付 

（２） 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

（３） この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認め 

  る金融機関等の保証 

（４） この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項に規定する保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、委託料のうち基本額の合 

計に１００分の１０５を乗じて得た額の１０分１としなければならない。 

３ 第１項の規定により、乙が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約 

保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、第４号に掲げる保証を付したときは、契約保 

証金の納付を免除する。 

   ４ 委託料の変更があった場合においては、保証の額が変更後の委託料のうち基本額に１００分の 

   １０５を乗じて得た額の１０分の１に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、 

   乙は、保証の額の減額を請求できる。 

  （権利義務の譲渡等の禁止） 

第８条  乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はそ 

の権利を担保に供してはならない。 

（再委託の禁止等） 

第９条  乙は、委託業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

２ 乙は、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合は、あらかじめ甲の承 

 認を得なければならない。 

（委託業務の実施報告等） 

第１０条 乙は、仕様書等の規定に従い、定期に委託業務の実施状況に係る報告書を提出し、甲の確    

認を受けなければならない。 

２ 甲は、前項に規定するほか、乙の委託業務の実施状況を確認するため、随時に乙に対して報告を

求めることができる。 

３ 乙は、甲より前項の規定による報告を求められたときは、速やかに報告を行わなければならない。 
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（帳簿等の検査） 

第１１条 甲は、乙の業務に関する帳簿、書類その他の物件について、定期に検査を行うものとする。 

２ 甲は、必要と認めるときは、随時に検査を行うことができる。 

（仕様書等不適合の場合の修正義務） 

第１２条 乙は、業務が仕様書等に適合しない場合において、甲がその修正を要求したときは、これ 

  に従わなければならない。 

（仕様書等の変更） 

第１３条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の内容を変更し、又は委託業務を一時中止す

ることができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、委託料を変更し、

又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

２ 前項の規定による委託料の変更又は甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定め

る。 

（期限の延長） 

第１４条 乙は、天災その他自己の責に帰すことができない事由により仕様書等に規定する期限まで

に業務を完了することができないときは、甲に対し遅滞なくその理由を付した書面を提出するこ

とにより、期限の延長を求めることができる。この場合において延長期限は甲乙協議して定める。 

（経済事情の激変等による契約金額の変更) 

第１５条 この契約の履行期間中に経済事情の激変又は予期することのできない事由の発生に基づ

き委託料が著しく不適当であると認められたときは、実情を調査し、甲乙協議の上委託料を変更

することができる。 

  （危険負担） 

第１６条 乙は、委託業務全体の管理及び委託業務従事者の行為について全ての責任を負わなければ

ならない。 

２ 乙は、委託業務において生じた事故等に関する損害（第三者に及ぼした損害を含む。）について

は、甲から必要な指示を受け、自己の責任と負担において処理しなければならない。但し、その損

害が甲の責に帰する事由による場合においては、この限りではない。 

（履行遅滞の場合における損害金） 

第１７条 乙の責に帰すべき事由により、仕様書等に規定する期限までに業務を完了することができ

ない場合においては、甲は、損害金の支払いを乙に請求することができる。 

２ 前項の損害金の額は、委託料のうち基本額（仕様書等に規定する期限までに業務を完了している

部分があるときは、その部分に相応する金額を控除した額）につき、遅延日数に応じて、年３．１％

の割合で計算した額とする。 

３ 甲の責に帰する理由により第６条第２項の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、乙は甲

に対して、未受領金額につき、遅延日数に応じて、年３．１％の割合で遅延利息の支払いを請求す

ることができる。 

（甲の解除権） 

第１８条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場
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合において、乙に生じた損害については、甲は一切の責を負わない。 

（１） 正当な理由なく委託業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

（２） 乙の責に帰すべき理由により、契約期間中に委託業務を履行する見込みがないと明らかに 

認められるとき。 

（３） 委託業務の処理について不正行為があったとき。 

（４） 故意又は過失により甲に損害を与えたとき。 

（５） 甲の指示に従わないとき。 

（６） 不信行為があったとき、又は甲の信用を失墜する行為があったとき。 

（７） 乙が受託者として適当でないと明らかに認められるとき。 

（８） 前 7号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反したとき。 

２ 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、委託料の１０分の１に相当する額を 

違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

３ 前項の場合において、第７条の規定による契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行わ 

れているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 

第１９条 甲は、乙がこの契約に関して、次のいずれかに該当したときは、契約を解除することがで

きる。 

（１）本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54 

   号。以下「独占禁止法」という。）第 3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団 

   体が独占禁止法第８条第１項の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止

法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴

金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当 

   該納付命令が独占禁止法第５１条第２項の規定により取り消された場合を含む。） 

（２）納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命

令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下「乙等」という。）に対して行われたときは、

乙等に対する命令で確定したものをいい乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命

令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」と

いう。）において、本契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実

行としての事業活動があったとされたとき。 

（３）納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反す

る行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合にお

いて、本契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命

令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する

行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引

分野に該当するものであるとき。 

（４）本契約に関し、乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治

40年法律第 45号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９

５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

第１９条の２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 
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（１）役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその

支店若しくは営業所（常時工事の請負契約を締結する事業所をいう。）を代表する者をいう。以下

同じ。）が、集団的に又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれのある組織（以下「暴力団」とい

う。）の関係者（以下「暴力団関係者」という。）であると認められるとき。 

（２）役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与している

と認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有し

ていると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 

（３）役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与してい

ると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に

暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（４）前 3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められるとき。 

（５）乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 

２ 第１８条第２項及び第３項の規定は、前項により契約を解除した場合について準用する。 

（賠償の予約） 

第２０条 乙は、第１９条各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわら

ず、賠償金として、この契約による契約金額の 10 分の 2に相当する額を甲が指定する期間内に支

払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。 

２ 本契約に関し、前項の規定に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき、

乙は甲の請求に基づき、前項に規定する契約金額の 10 分の 2 に相当する額に加え、契約代金額の

10分の 1に相当する額を賠償金として支払わなければならない。 

（１） 本契約に関し、乙が甲に対して入札に関する談合行為を行っていない旨の誓約書を提出してい 

たとき。 

（２） 第１９条各号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であると判示され 

ているとき。 

（３） 第１９条各号に該当する内容で「松阪市建設工事等指名（入札参加資格）停止措置要領」によ 

り、指名（入札参加資格）停止を受け、指名（入札参加資格）停止措置期間満了後 10ヵ年を経過

していないとき。 

（４） 市の職員が競売入札妨害（刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の 6第 1項に規定する罪） 

又は談合（第 96条の 6次項に規定する罪）の罪に係る確定判決において、乙が市の職員に不正な

働きかけを行った旨判示されているとき。 

３ 前 2項の規定は、甲の損害額が各項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超

過分につき賠償を請求することを妨げない。 

（乙の契約解除権） 

第２１条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

（１） 第１３条第２項の規定により仕様書等を変更したため委託料が 3分の２以上減少したとき、 

又は業務の中止期間が履行期間の 2分の１を超えたとき。 

（２） 甲がこの契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能になったとき。 
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２ 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を甲に

請求することができる。 

（賠償金等の徴収） 

第２２条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないとき

は、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日まで年３．

１％の割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があると

きは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から、遅延日数につき、年３．１％の割合で計算した額の

延滞金を徴収する。 

（裁判管轄） 

第２３条 この契約に関する訴えの管轄は、津地方裁判所とする。 

（事務引継ぎ） 

第２４条 乙は、この契約の期間が満了したとき、又は前２条の規定により契約が解除されたときは、

速やかに業務に関する一切の事務を甲が指定する者へ委託業務に支障が生じないように、引き継

がなければならない。 

（秘密の保持） 

第２５条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的のために利用しては

ならない。この契約の終了後も同様とする。 

２ 前項の規定は、乙の会社分割、営業譲渡等による事業の承継が行われる場合においては、委託業

務処理上の情報を引き継ぐ全ての者に適用する。 

３ 甲は、委託業務の処理上知り得た乙の営業上の秘密を他に漏らしてはならない。 

（個人情報の保護） 

第２６条 乙は、この契約を履行するために個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律、

松阪市個人情報保護条例（平成１７年松阪市条例第７号）及び同条施行規則等、別記「個人情報取扱

特記事項」を遵守し、安全確保の措置を講じ、個人情報の保護に努めなければならない。 

（補則） 

第２７条 この契約について甲と乙との間に疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項につい

ては、甲乙協議のうえ処理するものとする。 
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  別記 １ 

個人情報取扱特記事項 

（基本事項） 

第１ この契約により、松阪市（以下「甲」という。）から事務の委託を受けた者（以下「乙」と

いう。）は、この契約による事務を処理するにあたり、個人情報を取り扱う際には、個人情報

の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。 

（秘密保持） 

第２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な

目的に使用してはならない。 

２ 乙は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による

事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、

その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（厳重な保管及び搬送） 

第３ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防

止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。 

（再委託の禁止） 

第４ 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第

三者にその処理を委託してはならない。 

（委託目的以外の利用等の禁止） 

第５ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務

の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写及び複製の禁止） 

第６ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、

又は複製してはならない。 

（事故発生時の報告義務） 

第７ 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知

ったときは、速やかに、甲に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、

又は解除された後においても、同様とする。 

（個人情報の返還又は処分） 

第８ 乙は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報を、速

やかに甲に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。 

（措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償） 

第９ 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠

償の請求をすることができるものとする。 

（その他） 

第１０ 乙は、前第１から第９に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じ

なければならない。 
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別記 ２ 

暴力団等不当介入に関する特記仕様書 

 

１ 契約の解除 

松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第３条及び第４条の規定による措置を受 

けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講じることがある。 

２ 通報義務 

 暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。 

（１） 契約案件等において、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否する 

とともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を 

行う。 

（２） （１）により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにそ 

の内容を市長に報告すること。 

（３） 契約案件等の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅 

れが生じる等の被害が生じた場合は、市長と協議を行うこと。 

３ 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずること

がある。 

（１） 指名停止又は文書注意 

   暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び市長への報告を怠った場 

合は、指名停止又は文書注意を行う。 

（２） 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は市長への報告を怠った旨 

の公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


